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教育資金に!！ 

 

 

 

 
 

リフォーム資金に!! 

老後の資金!!              
  

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱期間： 平成３０年６月１日 ～ 平成３１年３月３１日 

 

 

 

 

本   部：０８９７－３７－１３１３ 

本 店 営 業 部：０８９７－３７－０１２４  

泉 川 支 店：０８９７－４３－７１６１ 

川 東 支 店：０８９７－４６－１３１３ 

中 萩 支 店：０８９７－４４－４１４１ 

新居浜駅前支店：０８９７－３７－８６８６ 

三 島 支 店：０８９６－２４－５４３０  

寒 川 支 店：０８９６－２５－１２８７ 

西 条 支 店：０８９７－５５－２９２０ 

小 松 支 店：０８９８－７２－２４８０ 

喜 多 川 支 店：０８９７－５３－３４５０ 

いつでも身近でお手伝い～絆～ 

      個人のお客様 
 

        １０年（振込回数１２０回） 
 

        毎月５，０００円 ～ １２５，０００円（５，０００円単位） 
            ※１人２口以上契約可能ですが、１人あたりの掛金総額の上限は月１２５，０００円です。 
            １０億円（契約額１０億円に達し次第終了させていただきます。） 
 

        満期日以後に一括して給付契約金を支払います。 
 

        ・中途解約の場合は別途所定の利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当

額と共に支払います。 
            ・給付補てん金には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315％の税金がかかります。 

ご利用対象者 

契 約 期 間 

掛 込 金 額 

払 戻 方 法 

 
注 意 事 項 

募 集 金 額 

 保険料の 
負担はござ

いません。 

 
傷害保険付なので 
万が一のケガの際に 

安心です。 

目的にあった資金を 
計画的に積立てる 
ことができます。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記補償内容は引受幹事保険会社の普通保険約款、特約等が改定された日以降の定期積金契約日の応答日から変更となる場合があります。 

 


